
第６回 多文化共生推進委員会 
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（１）取組発表 
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① 東京都における相談対応 
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 ② 区市町村における相談対応 
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【新宿区】  
  
新宿区 
 地域振興部多文化共生推進課長  
 内野 桂子 
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【八王子市】 
 八王子市 
  市民活動推進部多文化共生推進課長    
  新井 雅人 
 
 八王子国際協会 
  多文化社会コーディネーター  
  花輪 豊子 
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外国人のための相談業務 
             八王子国際協会 

２つの相談の場 
①サポートデスク： 
    月曜～土曜 １０：００～１７：００ 

②行政書士による相談会： 

  第２土曜日 １４：００～１７：００ 
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①サポートデスク 対応について 
           月曜日～土曜日 10：00～17：00 

〇事務局員５人が交代で対応 

〇相談件数：１，０８７件 (平成２９年度） 

 主な相談内容 

生活相談：264、日本語支援：230、就職相談：17、 

ボランティア希望：126、住宅：4、就労：6、医療：43、その他：397 

  生活相談の内容 

   住居、学習支援、進学ガイド、学校文書、ビザ、通訳・翻訳、解雇、離婚、入
籍、外国人コミュニティの紹介、子育て、家族の問題、病院紹介、銀行、 
健康診断、ストレス、DV、年金、ゴミ処理、クレジットカード申請、 
生活支援金、運転免許書き換え、盗難、旅行保険、不当な請求 他 
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〇国別の相談者数： 計１,０８２名  

日本446、中国157、韓国17、フィリピン136、ペルー26、 

ブラジル7、アメリカ22、 他39か国271                                    

〇語学ボランティアの通訳をサポートデスクに同席 

月曜日午後、第１木曜日午前に中国語の通訳 

〇専門的な相談は、専門家につなぐ 

行政書士、弁護士（法テラス）、行政（市役所）などを紹介 

 

 

①サポートデスク での相談 

            月曜日～土曜日 10：00～17：00 
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②行政書士による相談会：第２土曜日 １４：００～１７：００ 

 相談件数： ２４件 (平成２９年度）       

相談内容： 

ビザ、離婚、国際結婚、定住権・永住権取得、帰化、 

遺言・遺産相続、教育費、医療、職場でのケガ、 等 

国別相談者数： 

日本３、中国５、韓国５、フィリピン５、ロシア２、ペルー１、ベトナム１、 

バングラデシュ１、ネパール１  

語学ボランティアの通訳：  

予約時に通訳の要否を聞いて対応 
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外国人のための無料専門家相談会 
実施日時：２０１８年２月２５日（日）  １３：００～１６：００ 

実施会場：八王子東急スクエアビル   

       八王子市学園都市センター １１階ギャラリーホール    
     
◎専門家相談員： ８名【弁護士３名、行政書士３名、社会保険労務士１名、税理士1名】 
その他相談員： ５名【八王子市教育支援課、八王子市子ども家庭支援センター、 

              八王子市福祉部生活自立支援課、八王子市男女共同参
画課、 

                八王子市健康部保健対策課 各１名】     
    

◎通訳：１４名、１０言語 

          （英語、中国語、韓国･朝鮮語、スペイン語、ロシア語、 

          タイ語、タガログ語、 ベトナム語、フランス語、やさしい日本語）  
       

◎運営スタッフ：１８名(通訳兼任を除く）         
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相談項目 件数 相談項目 件数 

在留資格・ビザ・旅券 １３ 交通事故・損害補償 ０ 

保険・年金 １ 住居・不動産 １ 

結婚・離婚・家族等 ２ 掲示・犯罪・警察 ０ 

子ども・教育・学校 ０ 借金・賃金・保証 ０ 

生活支援 ０ 対人トラブル ０ 

医療・健康・心理相談 １ ＤＶ ０ 

労働・賃金・解雇等 １ その他 ２ 

国籍・帰化 ０ 計 ２１ 

外国人のための無料専門家相談会 相談内容 
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参考 八王子国際協会の語学ボランティア 

登録者数（複数登録） ２４言語 合計288名 （2018年6月）                    

英語142､ 中国語44､ スペイン語23､ 韓国・朝鮮語16､ タガログ語13､ 

フランス語９､ ドイツ語６､ ロシア語５､ タイ語４､ ネパール語３、 

ビサヤ語３、 ベトナム語３、 モンゴル語３、 インドネシア語２、 

ヒンディ語２、 ポルトガル語２､ アラビア語１､ウルドゥー語１、  

スウェーデン語１、 ビーコル語１、 ペルシア語１、 ベルベル語１、 

ミャンマー語１、 ラオス語１   
 

災害時通訳ボランティア ８言語 ３９名 

医療通訳ボランティア   ７言語 ４１名 
  （英語、中国、韓国・朝鮮語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、タイ語）  

 
    16 



 ③ 専門家による 
     地域における相談対応 
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東京都多文化共生推進委員会 
２０１８．７．２５ 

 
「外国人のためのリレー専門家相談会について」 
 

 
東京外国人支援ネットワーク  

代表  飯田秀夫（特定非営利活動法人  多文化共生センター東京）  
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１.“外国人のための 
       リレー専門家相談会”とは？ 
東京都内の 

自治体 

国際交流協会 

ＮＰＯ等 

2018年度 17回実施予定（別紙「開催予定表」を参照。） 

連携して実施 

19 



１.“外国人のための 
       リレー専門家相談会”とは？ 
相談会の概要 

東京都国際交流委員会が各団体の弁護士費
用を負担 

各団体で活動する通訳ボランティアが相談者と
専門家（弁護士等）の通訳を担当 

相談費用は無料 
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１.“外国人のための 
       リレー専門家相談会”とは？ 
相談内容（２０１７年度実績 計247件） 

内    容 件数 内    容 件数 

在留資格・外国人登録 ９９ 住居・不動産 ８ 

健康保険・年金・税金 ３６ 日本語・日本語学校 ５ 

結婚・離婚・家族 ３０ 金銭 ５ 

労働・賃金・解雇・起業 ２３ 近隣・生活相談 ４ 

医療・健康・心の相談 １２ 遺産・遺言 ２ 

子育て・教育・進学 ８ その他 15 
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２.“リレー専門家相談会” 
             実施の経緯 
武蔵野市国際交流協会の取り組みから 
90年代後半 定住化の進行、在留資格、賃金不払い、結婚・離婚など複雑な相談の増加 

2000年度から武蔵野市国際交流協会の事業として専門家相談会を実施 

武蔵野市だけでは限界！  
当時の（財）東京国際交流財団が賛同し、都内の国際交流協会に呼びかけ 

2002年度、都内9つの国際協会により、初のリレー相談会を開催 
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３.“リレー専門家相談会” 
             実施の効果 
 各国際協会がこのリレー相談会をきっかけに新たな語学ボラン
ティア制度を立ち上げた。→ 多くの市民が活動に参加 

 さらにこれらの人材を行政区を超えて、都内のどの地域の活動に
も参加できるようにした。→ ボランティア活動の場の増加 

 少数言語の人材を都内全域で共有化する仕組みにもなった。 
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４.“リレー専門家相談会” 
         ご理解いただきたいこと 

 相談者は母語通訳がいるところを求める→ 行政区に関係ない 

 少数言語の語学ボランティア→ 極端に少ない 

 全ての自治体において外国人住民施策が必ずしも整備されているわけではない 

 相談者自らが居住している地域での相談会には行きにくい（行きたくない） 

→行政区にこだわっていては、相談事業が成り立たない 

 ≪相談者は他府県からも・・・ ≫ 
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５．東京都国際交流委員会と 
           各団体の役割分担 

◆交流委員会の役割 

 委員会ホームページへの掲載 

 多言語によるチラシを年1回作成、各団体に配布 

 新聞、ラジオなどマスコミへの広報 

 弁護士会及び各団体との調整 
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５．東京都国際交流委員会と 
           各団体の役割分担 
◆各団体の役割 

  主催団体が個別に相談会のチラシを作成 

  登録ボランティアへの対応 

  地域内広報媒体の利用 

  関係団体等へのチラシ配布 

  ポスター掲示 

  マスコミへの広報 
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6.今後の課題 
① 弁護士との連携 
弁護士登録者数（ 2017年3月末） 
全国 38,980人 
東京 18,243人 

② 新たな実施団体の参加 

③ インターネットを活用した相談 

④ 医療通訳制度 
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ありがとうございました。 

 
東京外国人支援ネットワーク  

代表  飯田秀夫（特定非営利活動法人  多文化共生センター東京）  

2018.7.25  
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（２）外国人相談の充実・強化 
  に向けて 
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＜議論に当たって＞ 
 
 【現状と課題】 
 ○ 外国人相談対応に地域格差がある 
 ○ 自治体や国際交流協会が相談員に対して単独で研修を行うことは難しい 
 ○ 相談員の不安解消や横のつながりが不十分 
 
 【課題解決に向けた方向性】 
 ○ 相談員の知識・専門性の向上が必要 
 ○ 行政組織だけではなく、弁護士や行政書士などの専門家や専門組織・機関等の 
  協力を得た相談対応 
 ○ 安心して相談し合える相談員相互のネットワークを構築することが重要                    
                       ⇒ 相談対応の質の向上、相談事業の機能拡充へ 
 
【都が担うべき役割】 
  ○ 相談員の人材育成 
  ○ 相談員・相談機関のネットワーク構築 
  ○ 自治体単独では対応が困難な複雑・高度な相談や少数言語への対応  など 
 
 



（３）その他 
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